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ロ．再処理施設の一般構造

(ｌ) 制御室等 

再処理施設の運転の状態を集中的に監視及び制御するため，制御

建屋に中央制御室を設けるほか，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室を設ける。 

制御室には，再処理施設の健全性を確保するために必要なパラメ

ータを監視及び制御し，再処理施設の安全性を確保するために必要

な操作を手動により行うことができるよう，主要な警報装置及び計

測制御系統設備を備える設計とする。 

再処理施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等（森林火災，

草原火災、航空機落下及び近隣工場等の火災等）及び人為事象（故

意によるものを除く。）については，再処理施設の外の状況を把握

するための暗視機能を有する監視カメラ，気象観測設備及び公的機

関から気象情報を入手できる設備等を設置し，昼夜にわたり制御室

において把握できる設計とする。 

分離施設，精製施設その他必要な施設には，再処理施設の健全性

を確保するために計測制御系統施設で監視が要求されるパラメータ

を連続的に監視するための設備及び再処理施設の安全性を確保する

ために必要な操作を手動により行うことができる設備を設ける設計

とする。 

制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が制

御室に出入りするための区域は，設計基準事故が発生した場合に再

処理施設の安全性を確保するための措置をとれるよう，運転員その

他の従事者が支障なく入ることができる設計とする。また，運転員
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その他の従事者が，制御室に一定期間とどまり，必要な操作を行う

際に過度の被ばくを受けないよう，適切な遮蔽を設ける設計とする。 

さらに，制御室に運転員その他の従事者がとどまれるよう，気体

状の放射性物質及び火災又は爆発により発生する有毒ガスに対する

換気設備の隔離その他の適切に防護するための措置に必要な設備を

設ける設計とする。 

重大事故等が発生した場合において，制御室にとどまる実施組織

要員及びＭＯＸ燃料加工施設から中央制御室に移動する要員の実効

線量が7日間で100ｍＳｖを超えず，当該重大事故等に対処するため

に適切な措置が講じられるよう，実施組織要員が制御室にとどまる

ために必要な居住性を確保するための重大事故等対処施設を設ける

設計とする。 

重大事故が発生した場合において，制御室にとどまり必要な操作，

監視及び措置を行う実施組織要員及びＭＯＸ燃料加工施設から中央

制御室に移動する要員がとどまるために必要な居住性を確保するた

めの重大事故等対処施設を設置及び保管する。 

制御室に必要な重大事故等対処設備は，計測制御装置，制御室

換気設備，制御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室環境測定設

備及び制御室放射線計測設備で構成する。 

計測制御装置，制御室換気設備，制御室照明設備，制御室遮蔽

設備，制御室環境測定設備及び制御室放射線計測設備は，設計基

準事故及び重大事故等を考慮した設計とする。 
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ヘ．計測制御系統施設の設備

(４) その他の主要な事項

  (ⅰ) 制御室等 

再処理施設には，運転時において，運転員その他の従事者が施設の

運転又は工程等の管理を行い，事故時において，適切な事故対策を構

ずる場所として，制御建屋に中央制御室を設けるほか，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室を設

ける。 

制御建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）で，地

上３階，地下２階，建築面積約2,900ｍ２の建物である。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の主要構造は，「ハ．（１）構造」に示す

主要構造と同じである。 

制御建屋機器配置概要図を第166図～第171図に示す。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置概要図は，「ハ．（１）構造」に

示す機器配置概要図と同じである。 

制御室には，再処理施設の健全性を確保するために必要なパラメー

タを監視及び制御し，再処理施設の安全性を確保するために必要な操

作を手動により行うことができるよう，主要な警報装置及び計測制御

系統設備を設ける。また，必要な施設のパラメータを監視するための

表示及び操作装置は，誤操作及び誤判断を防止でき，操作が容易に行

える設計とする。 

再処理施設の外の状況を把握するための暗視機能を有する監視カメ

ラ，気象観測設備及び公的機関から地震，津波，竜巻，落雷情報等の

気象情報を入手できる電話，ファクシミリ，社内ネットワークに接続
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されたパソコン等を設置し，昼夜にわたり制御室において再処理施

設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等を把握できる設計とする。 

制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が制

御室に出入りするための区域は，設計基準事故が発生した場合におい

て，運転員その他の従事者が再処理施設の安全性を確保するための措

置をとれるよう，適切な遮蔽を設けるとともに，気体状の放射性物質

及び火災又は爆発により発生する有毒ガスに対する換気設備の隔離

その他の適切に防護するための措置に必要な設備を設ける設計とす

る。 

中央制御室は，環境モニタリング設備であるモニタリングポスト及

びダストモニタから，設計基準事故時における迅速な対応のために必

要な情報を，表示できる設計とする。 

制御室等は，設計基準事故が発生した場合において，設置又は保管

した所内通信連絡設備により，再処理事業所内の各所の者への必要な

操作，作業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴動等により行うことが

できる設計とする。 

モニタリングポスト及びダストモニタは，「チ．（２）屋外管理用の主要

な設備の種類」に記載する。 

所内通信連絡設備は，「リ．（４）（ⅹ）通信連絡設備」に記載する。 

中央制御室は，各重大事故の有効性評価の対象としている事象のう

ち，最も厳しい結果を与える全交流動力電源の喪失を要因とする「冷

却機能の喪失による蒸発乾固」と「放射線分解により発生する水素に

よる爆発」の重畳において，制御室換気設備の代替制御建屋中央制御

室換気設備による外気取入れにて換気を実施している状況下において

評価し，中央制御室にとどまり必要な操作及び措置を行う実施組織要
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員及びＭＯＸ燃料加工施設から中央制御室に移動する要員の実効線量

が，７日間で100ｍＳｖを超えない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，各重大事故の有

効性評価の対象としている事象のうち，最も厳しい結果を与える臨界

事故時において，制御室換気設備の代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室換気設備による外気取入れにて換気を実施している状況下にお

いて評価し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にとどま

り必要な操作及び措置を行う実施組織要員の実効線量が，７日間で100

ｍＳｖを超えない設計とする。 

重大事故等が発生し，中央制御室の外側が放射性物質により汚染し

たような状況下において，実施組織要員が中央制御室の外側から中央

制御室に放射性物質による汚染を持ち込むことを防止するため，出入

管理建屋から中央制御室に連絡する通路上又は制御建屋の外から中央

制御室に連絡する通路上に出入管理区画を設ける設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外側が放射性物質

により汚染したような状況下において，実施組織要員が使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外側から使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室に放射性物質による汚染を持ち込むことを防止

するため，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の外から使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室に連絡する通路上に出入管理区画を設ける

設計とする。 

出入管理区画用資機材は，出入管理区画を設置する場所の近傍に予

備品を含め必要数以上を配備する。 

制御室にとどまるために必要な居住性を確保するための設備は，制

御室換気設備，制御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室環境測定設
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備及び制御室放射線計測設備で構成する。 

また，重大事故等が発生した場合において，制御室に重要監視パラ

メータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録できる設備とし

て計測制御装置を設ける設計とする。 

（a） 計測制御装置

通常時及び設計基準事故時において，計測制御装置は，再処理施

設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視及び制御し，

再処理施設の安全性を確保するために必要な操作を手動により行う

ことができる設計とする。 

重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，重要監視

パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録できる設

備として制御室に配置する。 

計測制御装置は，重大事故等が発生した場合，制御室において，

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録

できる設計とする。 

計測制御装置は，情報把握計装設備，監視制御盤及び安全系監視

制御盤で構成する。 

情報把握計装設備は，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを監視並びに記録するための設備であり，可搬型重大事故等

対処設備として配備し，常設重大事故等対処設備として設置する。 

情報把握計装設備は，中央制御室及び緊急時対策所に同様の情報

を伝送することにより，故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる共通要因に対して，同時に必要な情報の把握機能が損

なわれない設計とする。 
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情報把握計装設備は，常設重大事故等対処設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置，可搬型重大事故等対

処設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情

報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報

表示装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び情

報把握計装設備可搬型発電機で構成する。 

監視制御盤は，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ

を監視並びに記録するための設備であり，常設重大事故等対処設備

として位置付ける。 

安全系監視制御盤は，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを監視するための設備であり，常設重大事故等対処設備とし

て位置付ける。 

情報把握計装設備は，「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ）１） 代替電源設備」の一部

である前処理建屋可搬型発電機等及び情報把握計装設備の情報把握

計装設備可搬型発電機により電力を供給する設計とする。 

監視制御盤は，地震等により機能が損なわれる場合，代替設備に

よる機能の確保，修理の対応等により機能を維持する設計とする。 

情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，

監視制御盤及び安全系監視制御盤と共通要因によって同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう監視制御盤及び安全系監視制御盤

と独立した異なる系統により当該機能に必要な系統を構成すること
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で，独立性を有する設計とする。 

可搬型情報収集装置，可搬型情報表示装置及び情報把握計装設備

可搬型発電機は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた第１

保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所内に保管することにより，

制御建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の監視制御盤及び安全

系監視制御盤と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，監

視制御盤及び安全系監視制御盤と異なる場所に保管する設計とする。 

また，溢水，化学薬品の漏えいに対して可搬型情報収集装置及び

可搬型情報表示装置は，監視制御盤及び安全系監視制御盤と同時に

その機能が損なわれるおそれがないようにするため，可能な限り位

置的分散を図る。 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，可搬型情

報収集装置，可搬型情報表示装置，情報把握計装設備可搬型発電機は，

当該設備がその機能を代替する監視制御盤及び安全系監視制御盤から

100ｍ以上の離隔距離を確保した上で保管する設計とする。 

情報把握計装設備は，「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ）１） 代替電源設備」の前処

理建屋可搬型発電機等及び情報把握計装設備可搬型発電機から電力

を供給することで，電気設備の設計基準対象の施設に対して多様性

を有する設計とする。 

監視制御盤及び安全系監視制御盤は，安全機能を有する施設とし

て使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用す

ることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，

他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 
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監視制御盤及び安全系監視制御盤は，重大事故等時におけるパラ

メータを記録するために必要な容量を有する設計とする。

情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，

制御室及び緊急時対策所へ収集したパラメータを伝送するために必

要なデータ伝送量を有する設計とするとともに，動的機器の単一故

障を考慮した予備を含めた数量として２系統を設置する設計とする。 

a）可搬型重大事故等対処設備

可搬型情報収集装置は，想定される重大事故等時において必要な

データ量を伝送することができる設計とする。

制御建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可

搬型情報収集装置は，重大事故等時におけるパラメータを記録する

ために必要な容量を有する設計とする。 

可搬型情報収集装置，可搬型情報表示装置及び情報把握計装設備

可搬型発電機の保有数は，必要数として重大事故等の対処に必要な

個数を確保するとともに，故障時のバックアップを必要数以上確保

する。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装

設備可搬型発電機は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処に必要となるデータの伝送，記録容量及び個数を有

する設計とする。 

監視制御盤及び安全系監視制御盤は，外部からの衝撃による損傷

を防止できる制御建屋又は使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，

風（台風）等により機能を損なわない設計とする。 
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監視制御盤は，地震等により機能が損なわれる場合，代替設備に

よる機能の確保，修理の対応等により機能を維持する設計とする。 

情報把握計装設備用屋内伝送系統は，外部からの衝撃による損傷

を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等により機能を損なわない設計

とする。 

建屋間伝送用無線装置は，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響

に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火

砕物による積載荷重により機能を損なわない設計とする。 

情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，

「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることでその機能を損なわない設計とする。 

情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，

溢水量及び化学薬品の漏えいを考慮し，影響を受けない位置への設

置及び被水，被液防護を講ずる設計とする。 

可搬型情報収集装置，可搬型情報表示装置及び情報把握計装設備

可搬型発電機は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第１保管

庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により

機能を損なわない設計とする。 

可搬型情報収集装置，可搬型情報表示装置及び情報把握計装設備

可搬型発電機は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計」に基づく設計とすることでその機能を損なわ

ない設計とする。 

可搬型情報収集装置，可搬型情報表示装置及び情報把握計装設備
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可搬型発電機は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を

受けない高さへの保管及び被水，被液防護を講ずる設計とする。 

情報把握計装設備可搬型発電機は，積雪及び火山の影響に対して，

積雪に対しては除雪する手順を，火山の影響（降下火砕物による積

載荷重）に対しては除灰及び屋内へ配備する手順を整備する。 

可搬型情報収集装置，可搬型情報表示装置及び情報把握計装設備

可搬型発電機は，想定される重大事故等が発生した場合においても

操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の

選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設

置場所で操作可能な設計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，可搬型監視

ユニット内に搭載することで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環

境条件を考慮しても機能を損なわない設計とする。 

可搬型情報収集装置，可搬型情報表示装置，情報把握計装設備用

屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置との接続は，コネクタ接続

とし，現場での接続が容易に可能な設計とする。 

監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備は，再処理

施設の運転中又は停止中に，模擬入力による機能，性能確認（表示）

及び外観確認が可能な設計とする。

また，情報把握計装設備は，各々が独立して試験又は検査ができ

る設計とする。 

１） 計測制御装置

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 情報把握計装設備 
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情報把握計装用設備用屋内伝送系統 

建屋間伝送用無線装置 

ⅱ） 監視制御盤（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」と兼用） 

ⅲ） 安全系監視制御盤（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」と兼用）

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 情報把握計装設備 

前処理建屋可搬型情報収集装置 

分離建屋可搬型情報収集装置 

精製建屋可搬型情報収集装置 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置 

制御建屋可搬型情報収集装置 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置 

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

 （ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

 （ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

制御建屋可搬型情報表示装置 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置 

情報把握計装設備可搬型発電機 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

（b） 制御室換気設備

設計基準事故が発生した場合において，運転員その他の従事者が

再処理施設の安全性を確保するための措置をとれるよう，気体状の
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放射性物質及び火災又は爆発により発生する有毒ガスに対する換気

設備の隔離その他の適切に防護するための措置に必要な設備として，

制御建屋中央制御室換気設備及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備を設ける設計とする。

重大事故等が発生した場合において，制御室換気設備は，制御室

にとどまるために十分な換気風量を確保できる設計とする。 

制御室換気設備は，代替制御建屋中央制御室換気設備，制御建屋

中央制御室換気設備，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備で構成する。 

制御室換気設備は，制御建屋中央制御室換気設備及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を常設重大事故等対処設備として

位置付けるとともに，代替制御建屋中央制御室換気設備及び代替使

用済燃料・受入れ建屋制御室換気設備を可搬型重大事故等対処設備

として配備する。

制御室換気設備は，「リ．（１)（ⅰ） 電気設備」の一部である非常用

電源建屋の6.9ｋＶ非常用主母線，制御建屋の6.9ｋＶ非常用母線，

制御建屋の460Ｖ非常用母線，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の6.9ｋ

Ｖ非常用母線，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の460Ｖ非常用母線及び

制御建屋可搬型発電機又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機により電力を供給する設計とする。可搬型発電機の運転

に必要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備から補給が可能な設計と

する。 

設計基準対象の施設と兼用する電気設備の一部である受電開閉設

備等及び補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油貯槽を常設重大

事故等対処設備として設置する。 
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補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油用タンクローリ，代替

電源設備の一部である制御建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，代替所内電気設備の一部であ

る制御建屋の可搬型分電盤，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の可搬型分電盤，制御建屋の可搬型電源ケーブル並びに使用済み燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブルを可搬型重大事

故等対処設備として配備する。

補機駆動用燃料補給設備については「リ．(４) (ⅶ)  補機駆動用燃料

補給設備」に，設計基準対象の施設と兼用する電気設備の一部であ

る受電開閉設備等及び代替所内電気設備並びに代替電源設備につい

ては「リ． (１) (ⅰ) 電気設備」に示す。

制御建屋中央制御室換気設備は，安全機能を有する施設として使

用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，安全機能を有す

る施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備と

して使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。

制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機は，想定される

重大事故時に実施組織要員が中央制御室にとどまるために十分な換

気風量を有する設計とするとともに，動的機器の単一故障を考慮し

た予備を含めた数量２台以上を有する設計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機は，

想定される重大事故時に実施組織要員が使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室にとどまるために十分な換気風量を有する設計
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とするとともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数量

２台以上を有する設計とする。

制御建屋中央制御室換気設備は，外部からの衝撃による損傷を防

止できる制御建屋に設置し，風（台風）等により機能を損なわない

設計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風

（台風）等により機能を損なわない設計とする。 

制御建屋中央制御室換気設備は，配管の全周破断に対して，放射

性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内包する配管が

近傍にない制御建屋の室に敷設することにより，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわ

ない設計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，配管の全周破断

に対して，放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を

内包する配管が近傍にない使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の室に敷設

することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，

有機溶媒等）により機能を損なわない設計とする。 

制御建屋中央制御室換気設備は，設計基準より厳しい条件の要因

となる事象の外的事象のうち火山の影響（降下火砕物による積載荷

重，フィルタの目詰まり等），森林火災，草原火災及び積雪に対して，

火山の影響（降下火砕物による積載荷重，フィルタの目詰まり等）

に対してはフィルタ交換，清掃及び除灰する手順を整備する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，設計基準より厳

しい条件の要因となる事象の外的事象のうち火山の影響（降下火砕
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物による積載荷重，フィルタの目詰まり等），森林火災，草原火災及

び積雪に対して，火山の影響（降下火砕物による積載荷重，フィル

タの目詰まり等）に対してはフィルタ交換，清掃及び除灰する手順

を整備する。 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，制

御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，独立性を有する制

御建屋可搬型発電機から電力を供給することで，多様性を有する設

計とする。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室送

風機は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風

機と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，独立性を有する使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型

発電機から電力を供給することで，多様性を有する設計とする。 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，制御建屋中央制御室換気設

備と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，制御建屋中央制御室換気設備から独立した換気経路とすること

で，独立性を有する設計とする。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備と共通要因によって同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備から独立した換気経路とすることで，独立性を有する

設計とする。 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，外部からの衝撃による損傷

の防止が図られた制御建屋内の中央制御室送風機と同時にその機能
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が損なわれるおそれがないよう，中央制御室送風機と異なる場所に

必要数及び故障時のバックアップを複数箇所に分散して保管する設

計とする。 

また，溢水，化学薬品の漏えい，内部飛散物及び配管の全周破断

に対して代替制御建屋中央制御室換気設備は，制御建屋中央制御室

換気設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないようにするた

め，可能な限り位置的分散を図る。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，外部からの

衝撃による損傷の防止が図られた使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の

制御室送風機と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，制

御室送風機と異なる場所に必要数及び故障時のバックアップを複数

箇所に分散して保管する設計とする。 

また，溢水，化学薬品の漏えい，内部飛散物及び配管の全周破断

に対して代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備と同時にその機能が損なわ

れるおそれがないようにするため，可能な限り位置的分散を図る。 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，想

定される重大事故時に実施組織要員が中央制御室とどまるために十

分な換気風量を確保するために必要な台数を有する設計とするとと

もに，保有数は，必要数として２台，予備として故障時及び保守点

検による待機除外時のバックアップを３台の合計５台以上を確保す

る。また，代替中央制御室送風機は，複数の敷設ルートで対処でき

るよう必要数を複数の敷設ルートに確保するとともに，建屋内に保

管する制御建屋の可搬型ダクトについては，１式以上の予備を含め

た個数を必要数として確保する。 
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代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室送

風機は，想定される重大事故等時に実施組織要員が制御室にとどま

るために十分な換気風量を確保するために必要な台数を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数として１台，予備として故障時

及び保守点検による待機除外時のバックアップを２台の合計３台以

上を確保する。また，代替制御室送風機は，複数の敷設ルートで対

処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確保するとともに，建屋

内に保管する使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクト

については，１式以上の予備を含めた個数を必要数として確保する。 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，外部からの衝撃による損傷

を防止できる制御建屋に保管し，風（台風等）により機能を損なわ

ない設計とする。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，

風（台風等）により機能を損なわない設計とする。 

代替制御建屋中央制御室換気設備「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とするこ

とでその機能を損なわない設計とする。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)

（ホ） 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわない設計とする。 

代替中央制御室換気設備は，内部飛散物の影響を考慮し，内部飛

散物の影響を受けない回転体のない制御建屋の室に保管することに

より，機能を損なわない設計とする。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，内部飛散物
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の影響を考慮し，内部飛散物の影響を受けない回転体のない使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋の室に保管することにより，機能を損なわな

い設計とする。 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，配管の全周破断に対して，

放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内包する配

管が近傍にない制御建屋の室に敷設することにより，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損

なわない設計とする。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，配管の全周

破断に対して，放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）

を内包する配管が近傍にない使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の室に敷

設することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶

液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計とする。 

制御建屋中央制御室換気設備は，再処理施設の運転中又は停止中

に外観点検，性能確認，分解点検が可能な設計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，再処理施設の運

転中又は停止中に外観点検，性能確認，分解点検が可能な設計とす

る。 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，外観点検，分解点検が可能

な設計とする。また，代替制御建屋中央制御室換気設備は，各々が

独立して試験又は検査ができる設計とする。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，外観点検，

分解点検が可能な設計とする。また，代替使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備は，各々が独立して試験又は検査ができる設計

とする。 
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［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 制御建屋中央制御室換気設備 

中央制御室送風機（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」と兼用） 

２ 台（うち予備１台） 

制御建屋の換気ダクト（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」と兼用） 

１ 系統 

ⅱ） 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 

制御室送風機（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」と兼用） 

２ 台（うち予備１台）  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の換気ダクト（「ヘ．（４）（ｉ）制御室

等」と兼用）  １ 系統

ⅲ） 計測制御装置

制御建屋安全系監視制御盤（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」と兼用）

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋安全系監視制御盤（「ヘ．（４）（ｉ）制

御室等」と兼用） １ 式 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 代替制御建屋中央制御室換気設備 

代替中央制御室送風機 ５ 台（予備として故障時及び

待機除外時のバックアッ

プを３台） 

制御建屋の可搬型ダクト   300 ｍ/式（予備として故障時の

バックアップを 1 式） 

ⅱ） 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

代替制御室送風機 ３ 台（予備として故障時及び

待機除外時のバックアッ
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プを２台）

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクト 

約 300 ｍ／式（予備として故障時

のバックアップを１式） 

（c） 制御室照明設備

設計基準事故が発生した場合において，制御室照明設備は，運転

員その他の従事者が操作，作業及び監視を適切に実施できるよう照

明設備を設ける設計とする。

重大事故等が発生した場合において，制御室照明設備は，制御室

にとどまるために必要な照明を確保できる設計とする。 

制御室照明設備は，可搬型代替照明を可搬型重大事故等対処設備

として配備し，内蔵している蓄電池により電力を供給できる設計と

する。 

なお，可搬型代替照明の設置までの間，実施組織要員は，ＬＥＤ

ハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを用いて操作，作業及び監視

を適切に実施できる設計とする。

中央制御室代替照明設備は，中央制御室照明設備の運転保安灯及

び直流非常灯と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，代替照明設備に内蔵した蓄電池から電力を供給する

ことで，多様性を有する設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設代替照明設備は，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯及び直

流非常灯と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，代替照明設備に内蔵した蓄電池から電力を供給すること
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で，多様性を有する設計とする。 

中央制御室代替照明設備は，他の設備から独立して単独で使用可

能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，

他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

中央制御室代替照明設備は，外部からの衝撃による損傷の防止が

図られた制御建屋内の中央制御室の照明設備の運転保安灯，直流非

常灯と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，中央制御室

の照明設備と異なる場所に必要数及び故障時のバックアップを複数

箇所に分散して保管する設計とする。 

また，溢水，化学薬品の漏えい，内部飛散物及び配管の全周破断

に対して中央制御室代替照明設備は，中央制御室の照明設備の運転

保安灯，直流非常灯と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

うにするため，可能な限り位置的分散を図る。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，

外部からの衝撃による損傷の防止が図られた使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明設

備の運転保安灯，直流非常灯と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明

設備と異なる場所に必要数及び故障時のバックアップを複数箇所に

分散して保管する設計とする。 

また，溢水，化学薬品の漏えい，内部飛散物及び配管の全周破断

に対して使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設

備は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運
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転保安灯，直流非常灯と同時にその機能が損なわれるおそれがない

ようにするため，可能な限り位置的分散を図る。 

中央制御室代替照明設備の可搬型代替照明は，想定される重大事

故等時に実施組織要員が中央制御室で操作可能な照明を確保するた

めに必要な台数を有する設計とするとともに，保有数は，必要数と

して 76 台，予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバッ

クアップを 86 台の合計 162 台以上を確保する。

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備の可

搬型代替照明は，想定される重大事故等時に実施組織要員が使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室で操作可能な照明を確保す

るために必要な台数を有する設計とするとともに，保有数は，必要

数として 17 台，予備として故障時及び点検保守による待機除外時の

バックアップを 19 台の合計 36 台以上を確保する。 

中央制御室代替照明設備は，外部からの衝撃による損傷を防止で

きる制御建屋に保管し，風（台風等）により機能を損なわない設計

とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，

外部からの衝撃による損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋に保管し，風（台風等）により機能を損なわない設計とする。 

中央制御室代替照明設備は，「ロ．（7）（ⅱ）（b）（ホ） 地震を要因とする重

大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることでその

機能を損なわない設計とする。 

使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，「ロ．

（7）（ⅱ）（b）（ホ） 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」

に基づく設計とすることでその機能を損なわない設計とする。 
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中央制御室代替照明設備は，内部飛散物の影響を考慮し，内部飛

散物の影響を受けない回転体のない制御建屋の室に保管することに

より，機能を損なわない設計とする。 

使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，内

部飛散物の影響を考慮し，内部飛散物の影響を受けない回転体のな

い使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の室に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。 

中央制御室代替照明設備は，配管の全周破断に対して，放射性物

質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内包する配管が近傍

にない制御建屋の室に敷設することにより，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない

設計とする。 

使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，配

管の全周破断に対して，放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）を内包する配管が近傍にない使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋の室に敷設することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性

の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計とする。 

中央制御室代替照明設備は，外観点検，分解点検が可能な設計と

する。また，中央制御室代替照明設備は，各々が独立して試験又は

検査ができる設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，

外観点検，分解点検が可能な設計とする。また，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，各々が独立して試験

又は検査ができる設計とする。 

［可搬型重大事故等対処設備］ 
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ⅰ） 中央制御室代替照明設備

可搬型代替照明 162 台（予備として故障時及

び待機除外時のバックア

ップを 86 台） 

ⅱ） 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明

設備

可搬型代替照明 36 台（予備として故障時及

び待機除外時のバックア

ップを 19 台） 

（d） 制御室遮蔽設備

設計基準事故が発生した場合において，制御室遮蔽設備は，制御

建屋又は使用済燃料受入れ・貯蔵建屋と一体構造とし，制御室にと

どまり必要な操作及び措置を行う運転員その他の従事者が過度の被

ばくを受けない設計とする 

また，重大事故等が発生した場合において，制御室遮蔽設備は，

制御室にとどまるために必要な遮蔽厚さを有する設計とする。 

制御室遮蔽設備は，中央制御室の中央制御室遮蔽並びに使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の制御室遮蔽で構成する。 

制御室遮蔽設備は，中央制御室遮蔽及び制御室遮蔽を常設重大事

故等対処設備として位置付ける。 

中央制御室遮蔽は，安全機能を有する施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

制御室遮蔽は，安全機能を有する施設として使用する場合と同じ
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系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。

中央制御室遮蔽は，「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることでその機能を

損なわない設計とする。 

制御室遮蔽は，「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることでその機能を損な

わない設計とする。 

中央制御室遮蔽は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点検が

可能な設計とする。 

制御室遮蔽は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点検が可能

な設計とする。

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 中央制御室遮蔽（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」と兼用）

ⅱ） 制御室遮蔽（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」と兼用） 

（e） 制御室環境測定設備

重大事故等が発生した場合において，制御室環境測定設備は，制

御室内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支

障がない範囲にあることを把握できる設計とする。

制御室環境測定設備は，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃

度計及び可搬型窒素酸化物濃度計で構成する。

制御室環境測定設備は，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃

度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。
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中央制御室環境測定設備は，外部からの衝撃による損傷の防止が

図られた制御建屋内に必要数及び故障時のバックアップを複数箇所

に分散して保管する設計とする。

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，

外部からの衝撃による損傷の防止が図られた使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内に必要数及び故障時のバックアップを複数箇所に分散して

保管する設計とする。 

中央制御室環境測定設備の可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素

濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，中央制御室の酸素濃度，二

酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範囲内にある

ことを測定するために必要な台数を有する設計とするとともに，保

有数は，必要数として各１個を１セットとして，予備として故障時

及び点検保守による待機除外時のバックアップを２セットの合計３

セット以上を確保する。

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備の可

搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃

度計は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素濃度，

二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範囲内にあ

ることを測定するために必要な台数を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数として各１個を１セットとして，予備として故障

時及び点検保守による待機除外時のバックアップを２セットの合計

３セット以上を確保する。 

中央制御室環境測定設備は，外部からの衝撃による損傷を防止で

きる制御建屋に保管し，風（台風等）により機能を損なわない設計

とする。 
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使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，

外部からの衝撃による損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋に保管し，風（台風等）により機能を損なわない設計とする。 

中央制御室環境測定設備は，「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることでそ

の機能を損なわない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，

「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とすることでその機能を損なわない設計とす

る。 

中央制御室環境測定設備は，内部飛散物の影響を考慮し，内部飛

散物の影響を受けない回転体のない制御建屋の室に保管することに

より，機能を損なわない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，

内部飛散物の影響を考慮し，内部飛散物の影響を受けない回転体の

ない使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の室に保管することにより，機能

を損なわない設計とする。 

中央制御室環境測定設備は，配管の全周破断に対して，放射性物

質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内包する配管が近傍

にない制御建屋の室に敷設することにより，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない

設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，

配管の全周破断に対して，放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，

有機溶媒等）を内包する配管が近傍にない使用済燃料受入れ・貯蔵
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建屋の室に敷設することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食

性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計とする。 

中央制御室環境測定設備は，外観点検，分解点検が可能な設計と

する。また，中央制御室環境測定設備は，各々が独立して試験又は

検査ができる設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，

外観点検，分解点検が可能な設計とする。また，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，各々が独立して試験

又は検査ができる設計とする。

［可搬型重大事故等対処設備］ 

i) 中央制御室環境測定設備

可搬型酸素濃度計 ３ 台（予備として故障時及び

待機除外時のバックアッ

プを２台） 

可搬型二酸化炭素濃度計 ３ 台（予備として故障時及び待

機除外時のバックアップを

２台） 

可搬型窒素酸化物濃度計  ３ 台（予備として故障時及び

待機除外時のバックアッ

プを２台） 

ii) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備

可搬型酸素濃度計 ３ 台（予備として故障時及び

待機除外時のバックアッ

プを２台） 

可搬型二酸化炭素濃度計 ３ 台（予備として故障時及び
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待機除外時のバックアッ

プを２台） 

可搬型窒素酸化物濃度計  ３ 台（予備として故障時及び

待機除外時のバックアッ

プを２台） 

（f） 制御室放射線計測設備

重大事故等が発生した場合において，制御室放射線計測設備は，

制御室内の線量当量率及び空気中の放射性物質濃度が活動に支障が

ない範囲にあることを把握できる設計とする。

制御室放射線計測設備は，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサ

ンプラ（ＳＡ）で構成する。

制御室放射線計測設備は，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサ

ンプラ（ＳＡ）を可搬型重大事故等対処設備として配備する。

中央制御室放射線計測設備は，外部からの衝撃による損傷の防止

が図られた制御建屋内に必要数及び故障時のバックアップを複数箇

所に分散して保管する設計とする。

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，

外部からの衝撃による損傷の防止が図られた使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内に必要数及び故障時のバックアップを複数箇所に分散して

保管する設計とする。 

中央制御室放射線計測設備の可搬型サーベイメータ（ＳＡ），可搬

型アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダスト

サンプラ（ＳＡ）は，中央制御室の実効線量が活動に支障がない範

33



囲内にあることを測定するために必要な台数を有する設計とすると

ともに，保有数は，必要数として１個を１セット，予備として故障

時のバックアップを１セットの合計２セット以上を確保する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備の

可搬型サーベイメータ（ＳＡ），可搬型アルファ・ベータ線用サーベ

イメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）は，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実効線量が活動に支障がな

い範囲内にあることを測定するために必要な台数を有する設計とす

るとともに，保有数は，必要数として１個を１セット，予備として

故障時のバックアップを１セットの合計２セット以上を確保する。 

中央制御室放射線計測設備は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる制御建屋に保管し，風（台風等）により機能を損なわない設

計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，

外部からの衝撃による損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋に保管し，風（台風等）により機能を損なわない設計とする。 

中央制御室放射線計測設備は，「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで

その機能を損なわない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，

「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とすることでその機能を損なわない設計とす

る。 

中央制御室放射線計測設備は，内部飛散物の影響を考慮し，内部

飛散物の影響を受けない回転体のない制御建屋の室に保管すること
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により，機能を損なわない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，

内部飛散物の影響を考慮し，内部飛散物の影響を受けない回転体の

ない使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の室に保管することにより，機能

を損なわない設計とする。 

中央制御室放射線計測設備は，配管の全周破断に対して，放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内包する配管が近

傍にない制御建屋の室に敷設することにより，漏えいした放射性物

質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわな

い設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，

配管の全周破断に対して，放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，

有機溶媒等）を内包する配管が近傍にない使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋の室に敷設することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食

性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計とする。 

中央制御室放射線計測設備は，外観点検，分解点検が可能な設計

とする。また，中央制御室放射線計測設備は，各々が独立して試験

又は検査ができる設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，

外観点検，分解点検が可能な設計とする。また，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，各々が独立して試

験又は検査ができる設計とする。 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ⅰ）中央制御室放射線計測設備

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
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２ 台（予備として故障時及び

待機除外時のバックアッ

プを１台）

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

２ 台（予備として故障時及び

待機除外時のバックアッ

プを１台）

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

２ 台（予備として故障時及び

待機除外時のバックアッ

プを１台）

ii) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測

設備

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）

２ 台（予備として故障時及び

待機除外時のバックアッ

プを１台）

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

２ 台（予備として故障時及び

待機除外時のバックアッ

プを１台）

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

２ 台（予備として故障時及び

待機除外時のバックアッ

プを１台）
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